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営利事業者が国際貿易取引に従事する形態は多

様であり、物品輸入のほか、経営に必要な国外企

業の商標、製造工程技術又は業務経営指導等に

関連する無形資産関連費用を支払うことがあります。

国税局は営利事業所得税の税務調査において、営

利事業者の受ける便益を超えた無形資産関連費用

の支払が行われていないことを確認するため、営利

事業者に対し無形資産関連費用の金額の合理性

を証明するための補足説明を求めることが多くなっ

ています。

関務署（税関）は最近、国税局から資料の提供を受

け、多額の無形資産関連費用を支払い、かつ物品

輸入を頻繁に行っている営利事業者に対し、関税

申告時の課税価格への当該費用の算入の有無を

審査しています。関税法第29条によると、関税の徴

収について一般的に輸入物品の大部分は従価税

で徴収され、その課税価格は当該輸入物品の取引

価格を計算の基礎とします。また輸入物品の実際

に支払った、又は支払うべき価格には運賃、保険料、

買手が負担するロイヤリティ、コミッション、手数料

等を含みます。実務上、無形資産取引のロイヤリ

ティの大部分は営業収益の一定比率により計算し、

収益が確定した後に発生します。物品輸入通関時

に最も見過ごされやすいため、次の関税法関連の

ロイヤリティの定義及び関務署の説明をご参照くだ

さい。

関税法施行細則第12条

本法第29条第3項第1号に規定するコミッションは、

買手がその代理業者に支払う当該輸入物品の国

外購買に係る報酬を含まない。

本法第29条第3項第3号に規定するロイヤリティ及

び報酬とは、特許権、商標権、著作権及びその他

立法が保護する知的財産権を取得するために支払

う輸入物品に係る代金をいう。但し、国内で輸入物

品を複製する権利を取得するために支払う費用を

含まない。

関務署が参照する世界税関機構関税評価技術委

員会の検討事例

一、ロイヤリティを課税価格に算入すべき事例：

輸入業者が国外で特許を利用して製造された機

器を購入した際、売手が別途特許ロイヤリティを

第3者の特許権者に支払うよう輸入業者に要求

した場合、輸入業者が売手に支払う物品代金に

は当該ロイヤリティ費用が含まれていないもの

の、輸入業者が支払う特許ロイヤリティは評価

対象物品と関係があり、かつ当該物品の輸入取

引条件である。したがって、輸入物品の課税価

格に第3者に支払う特許ロイヤリティを加算しな

ければならない。

ロイヤリティ等無形資産関連費用を支払う場合の
輸入関税課税価格計算の留意事項

http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mog/mm93/m02/m02011.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mog/mm93/m01/m01029.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mog/mm93/m01/m01029.htm
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二、ロイヤリティを課税価格に算入すべきでない事

例：

あるメーカーが国外製造業者から機器1台を購

入し、それを使用して製品を生産する。当該機

器の操作において製造特許が必要なため、当

該メーカーは別契約により特許権者にロイヤリ

ティを支払い、当該製造特許を使用する。当該

メーカーは当該機器の使用において製造特許

のロイヤリティを支払っているが、当該支払は機

器を輸入するための取引条件ではないため、当

該特許ロイヤリティを輸入機器の関税課税価格

に算入する必要はないと関務署は説明している。

KPMGの見解

営利事業者が国外企業の商標を使用し、又は国外

企業から技術及び経営指導を受け、発生する便益

に対して、営業収益の一定比率に基づくロイヤリ

ティの支払いを要求されることが多く、特に多国籍

企業グループの会社でよく見受けられます。多国籍

企業グループの会社が従事する関係会社間取引

のグループ全体の税負担をより合理的に反映する

ために、ロイヤリティ計算方針を制定する際、営利

事業所得額の試算に加え、同時に関税関連の税負

担コストの評価も行う必要があると考えられます。

ロイヤリティを課税価格に算入すべきか否かは、

個々の状況に応じて判断する必要があり、一般に

は授権協議書、販売契約書又は取引条件等の要

素から多方面にわたり評価する必要があります。営

利事業者は自らロイヤリティ等の費用と輸入物品と

の関連性を確認して法に基づく申告を行う、又は輸

入物品と関係のない費用の場合は、それを説明す

る合理性のある資料を準備する必要があります。そ

のほか、物品の輸入前に税関に事前審査を申請

し、輸入物品の実際に支払うべき費用の関税法関

連規定への該当の有無の評価を受けることが出来

ます。事前審査の評価結果は、取引が変更されな

い限り、申請者に通知書が発行された日から最長3

年間有効です。これにより、営利事業者が仕入原

価の計算についてより網羅性のある評価が可能と

なり、将来の税関による審査による追徴課税リスク

を軽減することができると考えられます。
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